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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

事 業 者 イベント講座・教室

振り込め詐欺などに注意！！
不審な電話を受けたら一人で考えず、家族や警察・市役所に相談しましょう

憲法記念日電話法律相談会

　3月定例会が2月24日～3月16日に開かれ、市
長提出36議案および委員会提出1議案の全議案
が原案どおり可決されました。
∫▷議会について…議事課☎963-9261、▷議案
について…法務課☎963-9130

▶対象：市街化調整区域内の専用住宅にお住ま
いで、令和6年3月10日までに10人槽以下の合併
処理浄化槽を設置する方。次の①～⑧のいずれ
かに該当する方は対象外。①建築確認を伴う新
築、増築時に設置する　②すでに設置済み　③
設置の届け出の審査を受けずに設置する　④指
定された期間内に設置できない　⑤専用住宅を
借りている方で賃貸人の承諾を得られない　⑥
専用住宅を転売または賃貸の目的で所有してい
る　⑦設置条件を満たさない浄化槽を設置する
　⑧市税などに滞納がある
▶申込み：4月10日㈪～21日㈮に抽選申込書と
浄化槽設置届の写しを直接下記へ
∫資源循環推進課(第三庁舎4階)☎963-9181

▶日時：5月6日㈯、13:00～16:00(受け付けは
15:30まで)
▶相談専用電話番号：048-861-8924
▶相談内容：法律問題全般
▶相談料：無料(通話料は相談者負担)
∫埼玉弁護士会法律相談センター☎048-710-56
66

▶件名：第2期越谷市子ども・子育て支援事業
計画中間年の見直し
▶募集期間：令和4年11月16日～12月15日
▶意見数：0件
∫子ども施策推進課☎963-9165

　本市は埼玉県都市ボートレース企業団に加入
しています。ボートレース戸田で開催するボー
トレース事業の収益金は市で活用しています。
▶4月～6月の開催日：4月1日㈯～3日㈪・9日㈰
～14日㈮・Y21日㈮～26日㈬・Y5月2日㈫～7
日㈰・11日㈭～16日㈫・Y24日㈬～29日㈪・6
月4日㈰～9日㈮・Y14日㈬～19日㈪・Y29日
㈭・Y30日㈮

＊Yは埼玉県都市ボートレース企業団主催
∫埼玉県都市ボートレース企業団☎048-823-87
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　市では、SDGsの理念を
踏まえて、市と共に地域課
題の解決や持続可能なまち
づくりに取り組む｢こしがや
SDGsパートナー｣を募集し
ています。この度、2羽のし
らこばとが大空に向かって
飛び立つ姿を表現したオリジナルロゴマークが
決定しました。パートナーは、ホームページや
名刺などに使用できます。
＊詳しくは、市ホームページをご覧
ください
∫環境政策課☎963-9183

意見募集結果

こしがやSDGsパートナーの
ロゴマークが決定

3月議会が開かれました

合併処理浄化槽に転換する方へ
補助金を交付

ボートレース事業による収益が
私たちの生活に役立っています

　空き家になる要因の約6割が相続にあると言
われています。｢住まいの終活ノート｣を活用
して、ご自身の気持ちや住まいについて整理
し、家族と話し合ってみませんか。｢住まいの
終活ノート｣は、建築住宅課、各地区セン
ター、北部・南部出張所等で配布しているほ
か、市ホームページから印刷できます。

　空き家は、所有者が責任を持って管理を行
うべきものです。適正な管理がされていない
場合、市が法令等に基づいて所有者へ指導を
行います。空き家が原因となり近隣の方など

に被害が生じた場合、所有者が賠償責任を問
われるおそれがあります。
　また、さらなる適正管理を促進するため緊
急的に危険を回避する必要があるときに市の
必要最小限の対応を可能とするなど、｢越谷市
空家等の適正管理に関する条例｣を改正しまし
た。

　空き家は、賃貸や売却等によって資産とし
て活用することができます。｢越谷市空家バン
ク｣では、空き家の所有者から提供された情報
を紹介し、利用希望者とマッチングを行いま
す。空き家の活用等については、建築住宅課
へご相談ください。

▶申込み：4月10日㈪から直接建築住宅課へ。
予算が無くなりしだい終了します
＊詳しくは、市ホームページをご覧になる
か、建築住宅課へお問い合わせください

予防 住宅を所有している方へ
｢住まいの終活ノート｣を配布しています

耐震診断・耐震改修費用の一部を補助します
∫建築住宅課(本庁舎6階)☎963-9235

▶対象：市内に木造住宅を有する方、市内の分譲マンションの管理組合
▶申込み：4月10日㈪から直接建築住宅課へ。予算が無くなりしだい終了します

空き家の売却や賃貸を考えている方へ
空家バンクへの登録物件を募集しています活用

空き家を所有している方へ
適正な管理をしましょう管理

空き家を除却または活用しようとする方へ
費用の一部を補助します補助∫建築住宅課(本庁舎6階)

☎963-9205市内に 住宅・空き家 を所有している方へ

補助対象 補助金額

2階建て以下の木造住
宅(平成12年5月31日以
前のもの)

分譲マンション(平成12
年5月31日以前のもの)

分譲マンション(昭和56
年5月31日以前のもの)

市指定の耐震診断士が行う耐震診断

耐震診断の評価1.0以上に補強する
ための耐震改修工事
簡易耐震改修(耐震シェルターまた
は防災ベッドの設置)
耐震改修予備診断(本診断の必要性
に関する判定)

耐震本診断

費用の3分の2、上限7万円(令和5年度から2
万円増額)
費用の23％、上限30万円(昭和56年5月31日
以前のものは上限50万円)

費用の23％、上限20万円

費用の3分の2、上限10万円

費用の3分の2または住戸数×5万円、上限
100万円(予備診断補助を受けた場合90万円)

対象
工事

・特定空家等に認定され、
勧告を受けていないもの
・昭和56年5月31日以前の
旧耐震基準に基づき設
計・建築されたもの

・改修後、地域活性化等に
資する施設として10年以
上継続して活用するもの
・昭和56年6月1日以後の新
耐震基準を満たすもの

費用の5分の
4、上限30万
円(空き家が
未接道敷地に
ある場合は上
限50万円)

費用の3分の
2、上限30万
円

対象となる空き家の
主な条件 補助額

空
家
等
の
除
却

空
家
等
の
改
修

オリジナルロゴマーク


